


参加資格を有する者 

  イ 中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第５０条第１項に規定する「事業

継続強化計画」又は同法第５２条第１項に規定する「連携事業継続強化計画」の認定を

受けた中小企業者（官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭和４１

年法律第９７号）第２条第１項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。） 

  ウ アとイに該当しない中小企業者であって、同一の相手方（公的機関、民間企業のいず

れかを問わない。）に対し、直近１年間で１カ月以上にわたり、常時継続的に物品を納

入し、又は役務等を提供している実績が確認できる事業者 

  エ 見積の提出日までの１年間において、本契約の契約担当官との間で契約を締結した

実績がある事業者（アの競争参加資格において、Ａ又はＢの等級に格付けされている者

を除く。） 

(4) 防衛省から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措

置を受けている期間中の者でないこと。 

(5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、

当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうと

する者でないこと。 

(6) 労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合、保険料等の滞納がないこと。 

(7) その他、契約担当官が必要と認め、参加条件を見直した場合は、それに適合する者 

 

４ 同等品申請 

  同等品による見積書の提出を希望される方は定められた期日までに同等品確認申請書を

契約担当官宛に提出してください。 

  また、サプライチェーン・リスクの懸念があると判断されたものは、同等品として認める

ことができません。 

 

上記の細部又は不明な点等については、次の問い合わせ先まで連絡して下さい。 
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